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安全対策を推進します。 

(2) 交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項 

① 先端技術の活用推進 

運転者の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止するため 

の安全運転を支援するシステムやいち早く救助・救急が行えるシステムなどの導

入推進する必要があります。 

 

② 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

これまでの対策では抑止が困難である交通事故について、発生地域、場所、形

態等を詳細な情報に基づき分析し、きめ細かな対策を効果的かつ効率的に実施し

ていく必要があります。 

  

③ 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

インターネット等を通じた交通事故情報の提供などにより、地域住民に交通安

全対策にこれまで以上に関心を持ってもらい、安全安心な交通社会の形成に積極

的に参加してもらうなどの県民主体の意識の醸成や、運転者・歩行者等の意識や

行動を周囲からサポートしていく社会システムを行政、関係団体、住民等の協働

により形成する必要があります。 

   

２ 講じようとする施策 

次に掲げる８つの柱により、交通安全対策を実施します。 

 

(1) 道路交通環境の整備 

幹線道路と生活道路の機能分化、安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道

路交通環境整備、道路交通の円滑化を図り交通安全を推進します。 

〔主な取組〕 

・ 通学路、生活道路等において、「ひと」の視点に立った交通安全対策を推進 

・ 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

・ 交通安全施設等の戦略的維持管理 

・ 事故実態の調査・分析を行い、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業推  

進 

・ 公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩行空間の連続的・面的なバリアフリー化  

の推進 

・最先端の情報通信技術を用いた「高度道路交通システム」の活用 等 

・災害発生時においても安全で円滑な道路交通を確保するための対策を推進 

 

 (2) 交通安全思想の普及徹底 

子どもから高齢者まで、年齢層に応じ、段階的かつ体系的な交通安全教育を推進

します。また、交通安全運動等を通じて普及啓発活動を推進し、県民一人ひとりの

交通安全意識の高揚を図ります。 

〔主な取組〕 

・発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育の実施 

・地域ぐるみで高齢者の安全を確保 

・参加・体験・実践型教育の推進 
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・自転車の安全利用の推進 

・すべての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

・反射材用品の普及促進 

・飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 等 

 

(3) 安全運転の確保 

安全運転を実践できる運転者を育成するため、運転者教育の充実を図ります。ま

た、企業や事業所等における自主的な安全運転管理対策の推進を図ります。 

〔主な取組〕 

       ・免許取得前から安全意識を醸成する交通安全教育の充実 

・高齢運転者対策の充実及び高齢運転者支援の推進 

・飲酒運転防止対策の充実 

・安全運転管理者等に対する講習の充実 

       ・事業用自動車総合安全プランに基づく安全体質の確立、コンプライアンスの徹底 

 

(4) 車両の安全性の確保 

自動車の適切な保守管理を推進するため、自動車検査及び点検整備の充実を図る

とともに、リコール制度の充実・強化に努めます。 

〔主な取組〕 

・検査体制の充実、指導監督の強化、不正改造車両の排除命令等 

・不具合情報やリコール情報の収集体制の強化等 

・不正改造に対する自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の意識向上を図る 

         ・自転車の安全な利用の確保 

 

(5) 道路交通秩序の維持 

交通指導取締りの強化、交通事故事件の捜査体制及び装備等の充実強化、暴走族

等に対する取締り体制及び装備資機材の充実強化に努めます。 

〔主な取組〕 

・事故多発路線等における交通指導取締りの効果的な推進 

・交通の実態に即した効果的な機動警らの実施による違反の未然防止を図る 

・悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りの強化 

・関係機関・団体と連携した暴走族対策の強化 

・自転車利用者に対する指導取締りを推進 

 

(6) 救助・救急活動の充実 

交通事故による負傷者の救命を図り、被害を最小限にとどめるため、救急医療機

関、消防機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、救助・

救急体制及び救急医療体制の整備を図ります。 

〔主な取組〕 

・多数傷者発生時における救助・救急体制の充実 

・救助・救急用資機材の整備を促進 

・ＡＥＤの使用も含めた心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

・救急救命士の養成等の促進 

・現場急行支援システムの整備 








